
新庁舎の情報はこちらから確認できます

東小金井事業 
創造センター 
入居者を募集

　東小金井事業創造センター（KO-
TO）では、ブースの入居者を募集
しています。固定の机とオフィスチ
ェアが備えられ、２４時間３６５日利用
できます。また、法人登記や会議室
の利用も可能です。
　共益費や登録手数料は不要で、費

用を抑えて自分のオフィスを持つこ
とができます。ぜひ、ご検討くださ
い。
■募集施設ブース1室
※１室（約２㎡）＝月１８,０００円
■利用期間原則３年
■応募要項・申請書配布場所等同セ
ンター、経済課（市役所第二庁舎４
階）、同センターホームページ
m７月３１日（必着）までに、郵送ま
たは直接、申請書等を東小金井事業

創造センター（〒１８４-０００２梶野町１-
２-３６☎０４２２-３１-２０４０）へ

ブースのようす

食品中の放射性物質 
を測定

　毎週金曜日に上之原会館で、セシ
ウム１３４とセシウム１３７の合計数値を
測定します。詳細は市ホームページ
をご覧ください。
t市内在住・在勤・在学の方
※営利目的は除く
m電話で経済課消費生活係（☎０４２-
３８７-９８３１）へ

名　称 と　き ところ 内　容 問合先

消防団運営審
議会

７月２日㈭
１８：３０〜

市役所本庁舎３
階第一会議室

消防団員の改選
結果について　
ほか

地域安全課消防防犯係
（☎０４２-３８７-９８０７）

廃棄物減量等
推進審議会

７月３日㈮
１４：００〜

野川クリーンセ
ンター

委嘱状の伝達等
について　ほか

ごみ対策課減量推進係
（☎０４２-３８７-９８５４）

介護保険運営
協議会

７月６日㈪
１４：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

計画策定に関す
る専門委員会の
開催について

介護福祉課介護保険係
（☎０４２-３８７-９８２２）

土地開発公社
評議員会

７月９日㈭
１０：００〜

市役所本庁舎３
階第一会議室

資産（土地）の
取得について　
ほか

土地開発公社事務局
（☎０４２-３８７-９８５１）

市民協働推進
委員会

７月９日㈭
１８：３０〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

協働推進につい
て　ほか

コミュニティ文化課協
働文化係
（☎０４２-３８７-９９２３）

名　称 と　き ところ 内　容 問合先

地下水保全会
議

７月１０日㈮
９：３０〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

地下水の保全に
ついて等

環境政策課環境係
（☎０４２-３８７-９８１７）

教育委員会 ７月１４日㈫
１３：３０〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

教育行政につい
て

庶務課庶務係
（☎０４２-３８７-９８７２）

公共下水道事
業審議会

７月１５日㈬
１０：００〜

市役所本庁舎３
階第一会議室

下水道事業会計
決算について　
ほか

下水道課業務設備係
（☎０４２-３８７-９８２８）

地域自立支援
協議会

７月１６日㈭
１８：００〜

前原暫定集会施
設１階Ａ会議室
など

障がい者の施策
について

自立生活支援課障害福
祉係
（☎０４２-３８７-９８４８）

認知症施策事
業推進委員会

７月２９日㈬
１９：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

認知症施策の検
討など　ほか

介護福祉課包括支援係
（☎０４２-３８７-９８４５）

※傍聴については事前にお問い合わせください

各種審議会等の開催日程

梅雨や台風の時期の

風水害に備えて
地域安全課防災係（☎０４２-３８７-９８０６）問

　強風注意報や暴風警報などは、強風や暴風などが吹き始める数時間前
に発表されます（大雨などの警報等も同様です）。暴風雨に関する気象
情報が発表されたら外出を控え、風雨が強くなる前に建物や建物の周り
を見直して、飛びやすいものは固定するなど、対策を行いましょう。
　また、学校や会社などにいるときは、強い風雨によって交通機関が止
まり、帰宅が困難になるおそれがありますので、災害のおそれに関する
気象情報や警報・注意報が発表された場合は、学校や会社の指示に従っ
て早めに帰宅するなど、台風等のピークを避けて行動しましょう。

台風等が予想されるときの対策

物干しざおなど落下の危険
があるものは固定するか家
の中に入れる

ベランダ

飛散防止用のフィルムをはる。
カーテンを閉める

窓ガラス

詰まった落ち葉などは取り除く
排水溝

破損等がないか点検し補強
する

屋根・雨戸・シャッター

倒れやすいため、固定するか
家の中に入れる

鉢植え・自転車

地盤が緩むと崩壊しやすい
ため、補強改善する

石積み・土留め等

家の周りを点検しましょう

防災マップ等を活用し、日ごろから備えておきましょう
▷�自宅付近の浸水予想や最寄りの避難所を確認し
ましょう
▷�避難する際の持ち物や自宅の備蓄を確認しまし
ょう
▷情報の入手方法を確認しましょう
　市では災害時の情報を防災行政無線で放送して
おり、同内容を電話応答サービス（☎０４２-３８７-９９００）でも
確認できます。また、市公式LINE、市公式Ｘ、こがねい
安全・安心メール、市ホームページ等でも情報を発信して
います。 市ホームページ

　災害が発生し、または発生のおそれがある場合、市は「高齢者等避難」
「避難指示」「緊急安全確保」を発令する場合があります。危険を感じ
る場合は、自らの判断で早めに避難することも重要です。
▷自宅に浸水等の危険性がない場合は、在宅避難
▷避難する時間がない場合は、自宅の２階へ避難（垂直避難）

避難情報について

　すでに、関係機関から改善等の措置をとるよう勧告を受けている方
は、補強・改良などの工事を行ってください。
i都多摩建築指導事務所（☎０４２-３６４-２３８８）、市まちづくり推進課まち
づくり係（☎０４２-３８７-９８６２）

警戒
レベル

河川氾濫　大雨　土砂災害　高潮
（気象庁から）

避難情報
（市から） 市民がとるべき行動

５ レベル５　特別警報 緊急安全確保 命の危険
直ちに安全確保

警戒レベル４までに　危険な場所から必ず避難！

４ レベル４　危険警報 避難指示 危険な場所から
全員避難

３ レベル３　警　報 高齢者等避難 危険な場所から
高齢者等は避難

２ レベル２　注意報 ー 避難行動を確認
（避難先・避難経路等）

１ 早期注意情報 ー 災害への
心構えを高める

令和８（2026）年7月1日　No.1606 3市報


